
 

 

 

 

 

 

 化学物質による労働災害は、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等により措置義務のかか

る１２３物質以外で約８割発生していることから、昨年５月末に労働安全衛生規則等が改正され、化学物質

について新たな規制が導入されました。危険性・有害性が確認された全ての化学物質について、国の定める

管理基準値以下の達成、またはばく露防度を下げることが必要となります。ばく露濃度を下げるため、事業

者がリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいた対策を行うという自律的管理が求められます。 

 そこで化学物質・粉じん対策の理解を深める機会として名古屋南労働基準監督署と共催し説明会を開催

します。安全衛生課長による化学物質・粉じん対策の説明、保護具メーカーから呼吸用保護具【マスク】に

ついての解説を予定しています。 

ぜひご参加いただき、事業場において化学物質・粉じんによる健康障害の防止にお役立てください。 

日  時  令和５年９月８日（金） １４：００〜１５：５０ 

内  容  化学物質・粉じん対策についての説明 名古屋南労働基準監督署安全衛生課長 大河 誠司 氏 

      呼吸用保護具【マスク】について   興研株式会社 主務 川端 貴幸 氏 

会  場  名古屋市工業研究所 管理棟３階 第１会議室  ※無料駐車場有り 
(名古屋市熱田区六番三丁目４－４１ 地下鉄名港線｢六番町｣３番出口すぐ) 

受 講 料  無 料 定員６０名（先着順にて受付、定員になり次第、締切らせていただきます。） 

申 込 み  下記申込書に記入の上、一般社団法人名古屋南労働基準協会までＦＡＸでお申込みください。 

※ 受付確認後ＦＡＸにて返送いたします。 

※ 当日、受付印のある用紙をご持参ください。 

問合せ先 一般社団法人名古屋南労働基準協会 
     〒455－0014 名古屋市港区港楽 1-2-2  TEL 052-651-9246 FAX 052-651-1411 
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化学物質・粉じん対策についての説明会 申込書（兼参加票） 

※記入不要   

受講日 令和５年 ９月 ８日（金） 

  

 ※受 付 日  

フリガナ  

役 職  

 ※受付番号  

氏 名  

 ※受 付 印  フリガナ  

役 職  
氏 名  

勤務先（個人申込みの方はご連絡先を記入） 

事業場名 （規模）   人 ＴＥＬ 
 

所在地 
〒 

ＦＡＸ  

担当者 
（所属）        

（氏名）             （E-mail） 

備 考  

●この受講申込書の個人情報は講習会の受講資料として使用する他、セミナーのご案内等に利用することがあります。 

一般社団法人名古屋南労働基準協会長殿 


